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第４節 再審査・行政訴訟事件 
 
１ 再審査事件概要 
  平成２９年（不）第３号事件の救済命令に対し、労使双方から再審査申立てがあったが、

再審査で和解勧告がなされ、労使双方がこれを受諾して和解が成立した。併せて和解の認

定がなされたため、審査手続が終了した。 
 

２ 行政訴訟事件概要 
（１）係属事件 
  東日本旅客鉄道事件 

   千葉地裁平成３０年（行ウ）第２４号忌避申立却下決定取消等請求事件 

及び千葉地裁平成３０年（行ク）第１８号仮の義務付け申立事件 

    訴訟提起（申立て） 平成３０年１０月２２日 

    原 告 （ 申 立 人 ） 国鉄動力車労働組合総連合他１０名 

    被 告 （ 相 手 方 ） 千葉県（行政処分庁 千葉県労働委員会） 

  請求の趣旨の要旨 

   １ 被告が２０１８年９月２７日付で原告らに対して行った審査委員に対する忌避申

立てを却下する旨の決定を取消す。 

   ２ 被告は原告らと訴外東日本旅客鉄道株式会社との間の不当労働行為救済申立事件

（平成３０年(不)第１号）につき、原告らの行った審査委員に対する忌避申立てを認

容する決定をせよ。 

   ３ 被告は前１、２項の判決確定までの間、前項記載の不当労働行為救済命令申立事件

の審査の手続を中止せよ。 

   ４ 訴訟費用は被告の負担とする。 

  申立の趣旨の要旨 

   １ 相手方は、千労委平成３０年（不）第１号不当労働行為事件につき、本案事件の判

決の確定までの間、審査の手続を中止せよ。 

   ２ 申立費用は相手方の負担とする。 

  原告（申立人）主張の要旨 

   当該審査委員は違法な審査指揮及び著しく偏頗な審査指揮を行っており、同審査委員に

は忌避事由がある。したがって、同審査委員に対する忌避事由がないとした忌避申立却下

決定は取り消され、新たに忌避申立てを認容する決定をすべきである。 

   同審査委員が加わったまま不当労働行為事件の救済申立てが却下されれば重大な損害

が発生するから、本案事件の判決の確定までの間、審査の手続は中止すべきである。 

  被告（相手方）主張の要旨 

   忌避申立却下決定は審査手続についての決定であり、行政訴訟の対象となるものではな

い。 

 

（２）緊急命令申立事件 
   平成３０年中にはなかった。 
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３ 確定命令不履行通知 

  平成３０年中にはなかった。 
 
４ 再審査・行政訴訟事件一覧 

 
事 件 番 号 

 
業 種 

初  審 再  審 地  裁 高  裁 最 高 裁 

平成２９年（不）第３号事件 

 

業種：製造業 

29. 6. 28申立て 30.4.2 使・申立て 

30.4.2 労・申立て 

30(不再）21・22号 

   

30．3. 20 命令 

【全部救済】 

30.12.14  

【和解認定】 

   

公益委員忌避申立事件 

 

（基本事件） 

平成３０年（不）第１号事件 

業種：鉄道業 

 

30. 9．10 

    労・申立て 

 

 

30.10.22提起 

千葉地裁 

30（行ウ）24号 

 

  

30.10.22申立て 

千葉地裁 

30（行ク）18号 

 

  

30. 9. 27 決定 

【却下】 

   

 

 



- 30 - 
 

第５節 労働組合の資格審査 
 
  平成３０年中に申請のあった労働組合の資格審査は１１件であり、申請理由は、「不当労働行

為救済申立て」が１件、「法人登記」が３件、「労働者委員候補者推薦」が７件である。（第１表） 
  これらに前年からの繰越し５件を含めた１６件について審査を実施したところ、労働組合法

第２条及び第５条の要件を充足し、適法な組合と決定されたものは１２件、不当労働行為救済

申立ての取下げ等に伴い審査を終了したものは３件で、１件は翌年への繰越しとなった。（第２

表） 
 
 

第１表 資格審査の申請状況 
（単位：件） 

年 
申請理由別 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

不当労働行為救済申立て ５ ２ ５ ６ １ 

法 人 登 記 ２ １ ３ ３ ３ 

労 働 者 供 給 事 業 ― ― ― ― ― 

労働者委員候補者推薦 ９ １ ７ ― ７ 

合  計 １６ ４ １５ ９ １１ 

 
 

第２表 資格審査の決定状況 
（単位：件） 

（注）・（ ）は前年からの繰越しであり、内数である。 
 

                                
 
 

           年 

申請理由別 

３０年 

適合 不適合 取下等 計 

不当労働行為救済申立て ３（３） － ２（２） ５（５） 

法 人 登 記 ３（０） － － ３（０） 

労 働 者 供 給 事 業 － － － － 

労働者委員候補者推薦 ６（０） － １（０） ７（０） 

合  計 １２（３） － ３（２） １５(５) 
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第６節 地方公営企業等の労働関係に関する法律第５条 
第２項の規定による認定・告示 

 
 

 平成３０年中の申出は１件であり、処理経過は以下のとおりであった。 
 
（１）平成３０年（認）第１号 
  地方公営企業名：千葉県水道局 
  組 合 の 名 称：全水道千葉県水道労働組合、千葉県公営企業労働組合 
  申 出 年 月 日：平成３０年７月１７日 
  申 出 者：千葉県水道局水道事業及び工業用水道事業管理者 千葉県水道局長 
  認 定 年 月 日：平成３０年９月１０日（第1650回公益委員会議） 

  県報告示の日：平成３０年１０月５日（千葉県労働委員会告示第１号） 
 
  認定した労働組合法第２条第１号に規定する者の範囲  

勤  務  箇  所 労働組合法第２条第１号に規定する者  

本   局 

１ 部長 理事 次長 参事 技監 課長 担当課長 

副参事 副技監 副課長 主幹 
２ 総務企画課の班長及び副主幹 
３ 総務企画課の総務班の主査並びに管理班、人事班及び

給与班の主査及び上席の副主査 

 
 
 
 
 
 出 
 
 先 
 
 機 
 
 関 

 県水お客様センター 
 千 葉 水 道 事 務 所 
 船 橋 水 道 事 務 所 
 市 川 水 道 事 務 所 
 施 設 整 備 セ ン タ ー 
 栗 山 浄 水 場 
 柏 井 浄 水 場 
 北 総 浄 水 場 
 福 増 浄 水 場 
 ちば野菊の里浄水場 
 誉 田 給 水 場 
 北 船 橋 給 水 場 
 松 戸 給 水 場 
 水 質 セ ン タ ー 

千葉工業用水道事務所 

葛南工業用水道事務所 

君津工業用水道事務所 

 センター長  次 長 
 所 長  次 長  支所長 
 所 長  次 長  支所長 
 所 長  次 長  支所長 
 所 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 場 長  次 長 
 所 長  次 長 

所 長  次 長 

所 長  次 長 

所 長  次 長 
  
 

 

 


